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公
文
書
に
用
い
る
元
号
に

　

つ
い
て

　
５
月
１
日
か
ら
新
元
号
が
施
行
さ

れ
ま
す
が
、
市
が
発
行
す
る
公
文
書

は
、
発
送
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
の
都

合
で
、
同
日
以
降
の
日
付
な
ど
で

あ
っ
て
も｢

平
成｣

が
使
用
さ
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
文
書
の
効
力
に
影
響

は
な
い
取
り
扱
い
と
し
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
文
書
法
制
室
文
書

Ｇ（
内
線
１
７
２
１
）

感
電
事
故
の
防
止
を

　
こ
い
の
ぼ
り
の
季
節
に
な
り
ま
し

た
が
、
感
電
事
故
防
止
の
た
め
、
電

線
付
近
で
の
こ
い
の
ぼ
り
の
掲
揚
や

魚
釣
り
は
絶
対
に
行
わ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
万
が
一
こ
い
の
ぼ
り
や
釣

り
糸
が
電
線
に
掛
か
っ
た
場
合
は
、

自
分
で
取
ろ
う
と
せ
ず
、
お
近
く
の

九
州
電
力
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
九
州
電
力
株
式
会
社

０
１
２
０（
９
８
６
）８
０
２

平
成
31
年
度
ゴ
ー
ル
ド
集
落

支
援
市
民
活
動
補
助
金

　
ゴ
ー
ル
ド
集
落
の
活
動
を
支
援
す

る
市
民
活
動
団
体
の
活
動
に
対
し
て
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
ゴ
ー
ル
ド
集
落
と
は
】＝
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
65
歳
以
上
の
人
口
割
合
が

50
％
以
上
の
自
治
会
区
域

【
対
象
と
な
る
支
援
活
動
】＝
ゴ
ー
ル

ド
集
落
の
活
性
化
お
よ
び
課
題
解
決

の
た
め
の
次
に
掲
げ
る
公
共
的
な
支

援
活
動
で
、
ゴ
ー
ル
ド
集
落
の
活
動

支
援
の
た
め
に
適
当
で
あ
る
と
市
長

が
認
め
た
活
動

▼�

地
域
安
全
活
動

▼�

地
域
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活
動

▼�

学
術
、文
化
、芸
術
ま
た
は
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興
を
図
る
活
動

▼
経
済
活
動
の
活
性
化
を
図
る
活
動

▼�

環
境
の
保
全
を
図
る
活
動

＊�

国
、
県
、
市
ま
た
は
そ
の
他
の
団

体
か
ら
助
成
を
受
け
て
い
る
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
応
募
で
き
る
団
体
】＝
市
内
に
主
た

る
事
務
所
を
有
す
る
特
定
非
営
利
活

動
法
人
ま
た
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

で
、
そ
の
構
成
員
が
５
人
以
上
の
市

民
活
動
団
体

＊�
次
に
掲
げ
る
団
体
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

▼�

宗
教
活
動
、
政
治
活
動
も
し
く
は

選
挙
活
動
を
行
う
団
体
ま
た
は
公

益
を
害
す
る
恐
れ
の
あ
る
団
体

▼�

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
、
自

　
治
会
な
ど
の
地
縁
団
体

【
補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
】＝
対
象

と
な
る
活
動
の
実
施
に
直
接
必
要
と

な
る
経
費

＊�

団
体
の
経
常
的
な
管
理
運
営
費
、

人
件
費
お
よ
び
飲
食
代
は
対
象
と

な
ら
な
い
ほ
か
、
一
定
の
制
限
が

あ
り
ま
す
。

【
補
助
金
額
】＝
対
象
と
な
る
経
費
の

総
額
の
４
分
の
３
以
内
の
額（
限
度

額
24
万
円
）

【
申
請
方
法
】＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
関
係
書

類
に
必
要
事
項
を
明
記
の
上
、
直
接

【
提
出
期
限
】＝
５
月
31
日（
金
）

【
申
請
・
問
合
先
】＝
本
庁
地
域
政
策
課

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
生
涯
学
習
Ｇ（
内
線
４

６
１
２
）ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

市
民
課
の
窓
口
な
ど
の 

　
　

質
問
に
自
動
応
答

　
　
　
　

【
実
証
実
験
】

　
市
民
課
の
窓
口
な
ど
で
対
応
し
て

い
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を

使
っ
た
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト（
対
話
型

ロ
ボ
ッ
ト
）を
活
用
し
、
24
時
間
自

動
対
応
す
る
実
証
実
験
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
質
問
し
た
い
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
力

す
る
と
、
対
話
形
式
に
よ
り
自
動
応

答
す
る
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
、
市
民

の
利
便
性
の
向
上
や
事
務
の
効
率
化

を
検
証
す
る
も
の
で
す
。

＊�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
利

用
で
き
ま
す
。

＊�

実
証
実
験
の
た
め
、
質
問
内
容
に

よ
っ
て
は
確
実
な
応
答
に
至
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
期
間
】＝
５
月
31
日（
金
）ま
で

【
使
用
方
法
】＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

バ
ナ
ー
ま
た
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ｢

薩
摩
川

内
市
市
民
課
Ｑ
＆
Ａ｣

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
入
っ
て
使
用

【
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
】＝

【
問
合
先
】＝
本
庁
市
民
課
住
民
Ｇ

（
内
線
５
９
８
０
）

平成31年度ゴールド集落 （174自治会）

地　域 自　治　会　名

川内
（81）

小倉、大小路中央街、中郷住宅、昭和通り、太平橋三
丁目、太平橋四丁目、皿山、楠元下、楠元中、楠元
上、戸田、木屋園、瀬戸、飯母、長野（平佐東）、久住、
永野段、高貫、中塚、柿田、川永野、東大谷、勝目中、
上別府二、百次大原野、高牧、山田小原、尾原、山田
山、星原、砂岳（水引）、船間島、湯ノ浦上、東手、網
津中、宇都、東上手、井上、江ノ口（水引）、川底上、
川底中、水引東団地、草道上、浜田、諏訪山、白浜（峰
山）、牟田、上高江、小麦川、麓（峰山）、長崎、瀬戸
地、倉浦、本馬場、加治屋、小田、砂岳（滄浪）、十原、
前向（寄田）、山ノ口、天神、新田、上野（寄田）、土川、
役田、西川内、別府原、小川、上大迫、一条殿、都合、
松岡、長野（吉川）、吉川、宇都川路、下之段、湯之元、
伊勢美山、内門、浦小路、下町

樋脇
（24）

上藤本、菖蒲ヶ段、下牛鼻、岩下、上牛鼻、上野下、
上段後、原、城後、笹原、第一下之湯、鍋原、平田、
上金貝、田代、沢牟田、上之原、下村、庄内、杉馬場、
子田形、笹ヶ迫、倉野上、木下

入来
（23）

新町、立石、桂迫、麓上、諏訪、迫山、日ノ丸、松山、
蒲生原、平木場、舟越、原、市野々、日の出、中山、
小豆迫、山下、草渡、長野下、水戸、赤仁田、神岡、
八重

東郷
（18）

南瀬下、向江園、城ヶ原、向江原、大塚、山ノ口、笹野、
山田下、山田中、山田上、古里、鳥丸上、原、堀、大
久保、中津俣、榎段、本俣

祁答院
（11）

木場、矢立、浦、中、小牧、滝聞、中武、馬頃尾、菊
地田、麓東、大坪

里（3） 薗上、薗中、村東

上甑（6） 中野、上甑町江石、平良、小島、瀬上、桑之浦

下甑（7） 港、岡、上、下、前迫、後迫、瀬尾

鹿島（1） 鹿島南

補　助　金 補助対象者
（条件を全て満たす方） 補助対象工事など 補助率・金額 受付期間・注意事項

① 既存住宅改
修環境整備
事業補助金

・ 本市に住所を有する方
・ 改修工事を行う住宅に

居住し、所有する方
・ 市税を滞納していない
方

・ 住宅の機能の維持およ
び向上のために行う改
修（増築を含む）で、工
事に要する費用（消費
税などを含む）が20万
円以上の工事で、市に
登録されている市内の
業者に依頼する工事

【補助率】＝20％
【補助上限額】＝20万円

５/14日（火）～ 24（金）
＊ 土・日曜日を除く

・ 受付件数は、通常枠250件
程度（ただし、受付期間中
に予算の範囲を超えた場
合は、抽選）

・ 生活排水処理対策強化枠
は20件程度

② 木造住宅耐
震診断・改修
工事補助金

・  耐震診断または耐震改
修工事を行う木造住宅
の居住者または所有者

・ 市税を滞納していない
方

・ 昭和56年５月31日以前
に着工された一戸建て
住宅、長屋および共同
住宅で、２階建て以下
かつ延べ床面積500㎡
以下の木造住宅の耐震
診断または耐震改修工
事

【  耐震診断】＝対象経費の３分の２
以内で、１棟につき６万円が限度

【  耐震改修工事】＝工事に要する経
費の８割で、１棟につき100万円
が限度

【 耐震診断】＝４/22（月）から
【 耐 震 改 修 工 事 】＝ ５/14
（火）から

受付は、耐震診断、耐震改
修工事各先着５棟

③ 危険廃屋等
解体撤去促
進事業補助
金

・ 市内に所在する危険廃
屋などの所有者や、所
有者から委任を受けた
方

・ 市税を滞納していない
方

・  工事に要する費用（消
費税などを含む）が30
万円以上で、解体工事
の資格を持つ市内の業
者に依頼する工事

【  危険廃屋】＝補助率３分の１で、
１棟につき30万円が限度

【    景観支障廃屋（甑島）】＝
    補助率２分の１で、１棟につき45
万円が限度

４/22（月）から

受付は、先着30件程度

④ がけ地近接
等危険住宅
移転事業補
助金

・ 安全な所へ移転し、危
険住宅を除却される方

・ 本人または親族が金融
機関からの借り入れを
行って、移転先の住宅
建設（購入）をされる方

・ 市税を滞納していない   
方

次のいずれかに該当す
る危険住宅に、本人また
は親族が継続して居住
している場合の住宅除
却および安全な場所へ
の住宅建設など
・ がけ上・がけ下に建って
いる昭和46年８月31日
以前に建築された住宅

・ 災害危険区域内（急傾
斜地崩壊危険区域）ま
たは土砂災害特別警戒
区域内に建つ住宅

  ＊ 防災工事が完了して
いる場合は、対象外

【 危険住宅の除却費】＝
  上限額 80 万２千円
 （実費補助）

【 安全な住宅の建設（購入）、土地取
得および敷地造成に伴う借入に係
る利息額】＝

　 ・ 建設（購入）上限額＝ 457 万円
　・土地取得上限額＝ 206 万円
　・敷地造成上限額＝ 59万7千円
　　（利息補給）

随時
＊ 予算の調整が必要となり

ますので、移転を実施す
る前の年度の９月末日ま
でに相談ください。

＊ 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
＊ ①についてのみ、甑島４支所でも受け付けます。
　また、５月 14 日（火）～ 16 日（木）に限り、川内文化ホール２階第３会議室（９：30 ～ 17：00）で受け付けを行います。
＊ いずれの補助金についても、交付決定前に工事などの事業に着手した場合は、補助金は交付されません。
＊ 詳細については、市ホームページ上で確認するか、問い合わせください。
【事前相談・受付・問合先】＝本庁建築住宅課建築指導Ｇ（内線３６４２・３６４３）

住宅に関する各種補助金制度

25 242019.4.10　広報さつませんだい 広報薩摩川内　2019.4.10


